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国の重点支援地方交付金活用事業 

上越市収益力・生産性向上推進補助金 

 募 集 要 領  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

上越市 産業部 産業政策課 産業振興係  

○募集期間 

１次募集：令和８年３月２日（月）から ６月３０日（火）まで 

２次募集:令和８年８月３日（月）から１０月３０日（金）まで(予定) 

※上記募集期間中は、随時申請を受け付けます。 

※予算額に達し次第、募集を終了します。 
 
 
○申請手続き方法等、事業全般のご相談・お問合せ先 

※申請は上越市電子申請システムをご利用ください。 

※郵送、持参での提出はできません。 

   上越市 産業部 産業政策課 産業振興係 

    〒943-8601 上越市木田 1-1-3 木田第二庁舎 2階 

    電 話 ０２５－５２０－５７２９（直通） 
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※事業内容や収支計画等が具体的でないものは申請書類を受付できません

ので、十分にご検討の上、申請してください。 
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１ 事業目的  

本事業は、市内中小事業者等が行う新たな事業活動、デジタル化の推進、設備投資、

その他の生産性向上の取組を支援することにより、収益力及び生産性の向上を図り、経

営基盤の強化及び地域経済の持続的な発展に資することを目的とする。 

  

 ２ 補助対象者  

次のいずれも満たす中小企業者等※が対象となります。 

 

⑴ 市内に主たる事務所又は事業所を有すること 

区 分 住所要件 

法人 登記簿上の本店所在地 

個人事業主 

（いずれか） 

確定申告書の事業所所在地 

開業届書の納税地 

住民票 

 ⑵ 市税を滞納していないこと 

⑶ 法人にあっては法人税の青色申告、個人にあっては所得税の青色申告を行ってい

ること 

※ 中小企業者等の定義 

 中小企業者、農林水産事業者及び公益法人等をいいます。 

・中小企業者…中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項

に規定する中小企業者（同項第６号に規定する事業者を除く） 

・農林水産事業者…農林水産業を営む人及び団体（不給付事業者を除く。）で、そ

の成果物を有価で販売しているもの 

・公益法人等…法人税法（昭和４０年法律第３４条）別表第２に規定する公益法

人等に該当する法人のうち、学校法人又は社会福祉法人 

  ただし、次に該当する人及び団体は対象外です。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者 

・政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人及び団体 

・上越市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年上越市条例第３４号）第

２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、暴力団又は暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

・上記事業者のほか、本支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認める

もの 
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○中小企業者の業種・規模 

会社又は個人事業主（法第２条第１項１号又は２号に定める者） 

業  種 
資本金の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

製造業、建設業、運輸業その他業種（以

下の業種を除く） 
3億円以下 300人以下 

ゴム製品製造者（自動車又は航空機用タ

イヤ及びチューブ製造業並びに工業用

ベルト製造業除く） 

3億円以下 900人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下 

小売業、飲食サービス業 5,000万円以下 50人以下 

ソフトウェア業、 

情報報告処理サービス業 
3億円以下 300人以下 

旅館業 5,000万円以下 200人以下 

 

組合（法第２条第１項第３号又は第４号、第７号から第１１号に定める者） 

組合の名称 対象の要件 

中小企業等協同組合（事業協同組合、事業協

同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、

協同組合連合会、企業組合）、 

農業協同組合（同連合会）、水産業協同組合、

森林組合（同連合会）、生産森林組合、 

消費生活協同組合（同連合会）、 

商店街振興組合（同連合会） 

次の「いずれか」を満たす者 

・特定事業を行うもの 

・構成員の三分の二以上が特定事業を

行う者であるもの 

協業組合 特定事業を行うもの 

商工組合（同連合会） 

次の「いずれか」を満たす者 

・特定事業を行うもの 

・構成員が特定事業を行う者であるも

の 

生活衛生同業組合（同連合会）、 

生活衛生同業小組合 

次の「両方」を満たす者 

・特定事業を行うもの又は、その構成

員が特定事業を行う者であるもの 

・直接又は間接の構成員の三分の二以

上が資本金 5,000 万円(卸売業 1 億

円)以下又は従業員数 50 人(卸売業

100人)以下 
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組合の名称 対象の要件 

酒造組合（同連合会、同中央会）、 

内航海運組合（同連合会） 

直接又は間接の構成員の三分の二以上

が資本金 3 億円以下の法人又は従業員

数 300人以下 

酒販組合（同連合会、同中央会） 

直接又は間接の構成員の三分の二以上

が資本金 5,000 万円（卸売業 1 億円）

以下の法人又は従業員数 50人（卸売業

100人）以下 

※特定事業とは、 農業、林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く。）、漁業、

金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。）以外の業種をいう。 

 

医業を主たる事業とする法人（法第２条第１項５号に定める者） 

業  種 
資本金の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

医業 - 300人以下 

 

 

 ３ 補助対象事業  

⑴ 補助対象事業は、収益力又は生産性の向上に資する次の事業とします。 

コース番号 コース名称 

１ 新商品若しくは新サービスの開発又は新市場開拓コース 

２ デジタル化及びＤＸの推進コース 

３ 設備投資による生産性向上コース 

４ 働き方改革及び人材確保支援コース 

５ 専門家による伴走支援コース 

※コース５に限り他のコースと組み合わせて実施することができます。 

ただし、コース５において策定した改善計画等に基づく実践や取組に限ります。 

⑵ 次のいずれかに該当する事業は対象外となります。 

・他の公的補助金の交付を受ける事業 

・公序良俗に反する事業 

 

４ 事業区分及び交付条件  

補助対象事業は、次の区分により実施するものとします。 

⑴ 通常枠 

次の要件を満たすこと。 

・持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を有すること 

※ 給与増加は必須要件としない 
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⑵ 特別枠 

次のいずれかに該当すること。 

① 雇用者給与等支給額が前年度比 2.0％以上増加していること 

② 同水準の賃上げを行う計画を有し、実績報告時に確認できること 

 

特別枠（賃上げ）の確認方法について 

本補助金のうち、特別枠（賃上げ）で申請する場合は、雇用者給与等支給額が前

事業年度と比較して２．０パーセント以上増加していること又はそれと同等の水準

の賃上げを行ったことについて、実績報告時に確認を行います。 

実績報告時には、給与等の引上げを証する書類を提出していただき、雇用者給与

等支給額の増加割合等について、次の方法により確認します。 

 

⑴ 原則的な確認方法 

賃上げを行った事業年度と、その前事業年度の確定申告書又は決算書に記載され

た雇用者給与等支給額を比較し、増加割合を確認します。 

 

⑵ 例外的な確認方法 

次に掲げる場合など、⑴の方法による確認が困難であると認められる場合は、賃

金台帳、就業規則、給与規程、支給実績が分かる資料等により、「雇用者給与等支給

額が前事業年度比で２．０パーセント以上増加すること」と同等の水準を満たして

いるかを確認します。 

〔例〕 

実績報告期限（令和９年３月１０日（水））までに、確定申告書又は決算書を作

成・提出することができない場合、又は、確定申告書又は決算書による比較ができ

ない場合 

   例１：法人の決算期が２月又は３月であり、実績報告期限において確定申告書又

は決算書が完成していない場合 

例２：事業年度途中（例：令和８年１０月）に給与等の引上げを行ったが、決算

期の関係により、提出可能な確定申告書又は決算書に賃上げ実績が反映さ

れていない場合 

 

※ 通常枠で申請する場合は、雇用者給与等支給額の増加に関する実績確認は行い

ません。ただし、申請時に提出する誓約書により、将来的な賃上げに向けた取組

意向を確認します。 

 

⑶ 交付条件 

補助金の交付には次の条件があります。 

・交付決定後に事業に着手すること 

・特別枠の場合、賃上げ実績を確認できること 
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５ 補助対象経費  

⑴ 補助対象経費 

補助対象経費は、コースごとに以下のとおりとし、税抜額とします。 

 

① 新商品若しくは新サービスの開発又は新市場開拓コース 

補助対象経費

の 区 分 
内容 

補助対象経費として 

算 入 す る こ と が 

で き る 金 額 

開 発 費 

・申請者が自ら行う新商品又は新サービスの開

発に係る市場調査、原材料等の購入、試作品

の製作及び改善のための評価テスト及び商品

モニター調査等に係る経費 

・製品化及び実用化のための特許使用料 

・ソフトウェアの開発に係る経費 

当該経費の総額 

設備・備品費 

・設備、備品若しくは専用車両の購入又はリー

スに係る経費 

・ソフトウェアの購入等に係る経費 

当該経費の総額 

委 託 費 

・設計費、コンサルティング等に係る経費 

・外部に委託する新商品又は新サービスの開発

に係る経費（ただし、工事費、広告宣伝・販売

促進費及びウェブサイト関連費を除く。） 

当該経費の総額 

工 事 費 

・店舗の改装に係る経費 

・設備の据付けに係る配線、床補強等に係る経

費 

当該経費のうち４０万

円 

広 告 宣 伝 ・ 

販 売 促 進 費 

・広告宣伝及び販売促進に係る経費（ただし、ウ

ェブサイト関連費を除く。） 

補助対象経費に該当す

る全ての経費を合算し

た額に５分の１を乗じ

て得た額 

展 示 会 等 

出 展 費 

・展示会、見本市（物産展を除く。）、商談会等

（以下「展示会等」という。）への出展に係る経

費 

・会場借上料等（展示会の主催者が定める出展

料をいう。） 

・交通費及び宿泊費 

①展示会等１回当たり

３０万円を限度とす

る。 

②交通費の支給にあっ

ては１回につき２名

までとする。 

③宿泊費にあっては１

泊１人当たり２万円

を限度とする。 

ウェブサイト 

関 連 費 

・ウェブサイト、ＥＣサイト等の構築、改良等に係

る経費 

当該経費のうち４０万

円 

そ の 他 ・その他市長が必要と認める経費 当該経費の総額 

 備考 広告宣伝・販売促進費を補助対象経費とする場合は、他の補助対象経費と併せ

て補助申請する場合に限る。 



- 7 - 

 

 ② デジタル化及びＤＸの推進コース 

補助対象経費

の 区 分 
内容 

補助対象経費として 

算 入 す る こ と が 

で き る 金 額 

開 発 費 ・ソフトウェアの開発に係る経費 当該経費の総額 

設備・備品費 
・設備、備品の購入又はリースに係る経費 

・ソフトウェアの購入等に係る経費 
当該経費の総額 

そ の 他 ・その他市長が必要と認める経費 当該経費の総額 

 

③ 設備投資による生産性向上コース 

補助対象経費

の 区 分 
内容 

補助対象経費として 

算 入 す る こ と が 

で き る 金 額 

設備・備品費 ・設備、備品の購入又はリースに係る経費 当該経費の総額 

委 託 費 ・設計費、コンサルティング等に係る経費 当該経費の総額 

工 事 費 

・店舗の改装に係る経費 

・設備の据付けに係る配線、床補強等に係る経

費 

当該経費の総額 

そ の 他 ・その他市長が必要と認める経費 当該経費の総額 

 

④ 働き方改革及び人材確保支援コース 

補助対象経費

の 区 分 
内容 

補助対象経費として 

算 入 す る こ と が 

で き る 金 額 

設備・備品費 

・テレワーク及びＷＥＢ会議に必要な備品の購入

に係る経費 

・職場環境の改善に必要な設備、備品の購入又

はリースに係る経費 

当該経費の総額 

工 事 費 
・設備の据付けに係る配線、床補強等に係る経

費 
当該経費の総額 

教育・研修費 

・外部講師による社内研修に係る謝金、会場費、

委託料等 

・外部の研修施設等での研修受講に係る経費

（従業員の資格取得及び先進企業への視察に

係る経費等は除く。） 

当該経費のうち２０万

円 

そ の 他 ・その他市長が必要と認める経費 当該経費の総額 

備考 職場環境の改善に係る設備・備品費を補助対象経費とする場合は、工事費と併

せて補助申請する場合に限る。 
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⑤ 専門家による伴走支援コース 

補助対象経費

の 区 分 
内容 

補助対象経費として算

入 す る こ と が 

で き る 金 額 

委 託 費 

・専門家による伴走支援に係る経費（定例的な

税務申告業務等、顧問契約に基づく業務を除

く。） 

当該経費の総額 

そ の 他 ・その他市長が必要と認める経費 当該経費の総額 

 

⑵ 補助対象外経費 

以下の経費は、原則「補助対象外経費」となります。 

• 補助対象事業者の人件費（※専門家謝金、指導・助言謝金を除く） 

 • 損失補填に係る経費 

 • 家賃、地代、共益費等の固定的経費 

 • 不動産の取得又は修繕に係る経費 

 • 借入れに伴う支払利息 

 • 預託金、敷金、保証金その他これらに類するもの 

 • 公租公課及び官公署に支払う手数料等 

 • 振込手数料、飲食費、接待費 

 • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用 

 • 販売又は有償レンタルを主目的とした製品、商品等の生産又は調達に係る経費 

 • 事業用品、事務用品その他の消耗品費 

 • 光熱水費、通信費等のランニングコスト 

 • 営業車その他一般用途の車両の購入費 

 • 営業を主目的とした事務所の新設又は整備に係る経費 

 • 技術又は資格取得を主目的とした研修への参加に係る旅費及び受講料 

 • 視察、調査を主目的とした経費 

 • レンタルオフィス、レンタルキッチン等の改装費 

 • 汎用性が高く、補助対象事業以外にも使用可能な物品の購入費 

 • その他、本補助金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める経費 
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申請で注意いただきたい点（補助対象経費について） 

 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額（税抜額）とします。 

 補助対象事業の実施に必要な経費であっても、補助対象事業の目的に照らして直

接必要性が認められない汎用性の高い事務用品は、補助対象外経費となります。 

 ただし、デジタル化・ＤＸの推進又は働き方改革に資する事業において、当該事

業の実施に直接使用することが明確であり、事業計画書等において必要性が具体

的に示されている場合には、パソコン、タブレット、プリンタ等の事務機器につ

いても、補助対象経費とすることがあります。 

 車両の購入については、補助対象事業の実施に専ら使用する専用車両に限り、補

助対象経費とします。 

 専用車両とは、キッチンカー、冷蔵車等、事業の用途に必要な設備があらかじめ

装備され、かつ当該設備が車両に固着しており、取り外しができないものをいい

ます。 

 なお、荷物の運搬や移動を主目的とし、専用の事業用設備を有しない一般車両（バ

ン、ワンボックスカー等）は、補助対象外経費となります。 

 

 

６ 補助率及び限度額  

 

区 分 補助率 上 限 

通常枠 １／２ ５０万円 

特別枠 ２／３ ７５万円 

※ 交付は、１事業者につき１年度１回とします。 

 

 

７ 交付申請  

下記の募集期間内に必要な書類を、上越市電子申請システムにより産業政策課へ提

出してください。 

○募集期間 

１次募集：令和８年３月２日（月）から６月３０日（火）まで 

２次募集：令和８年８月３日（月）から１０月３０日（金）まで（予定） 

※随時、受付及び審査を行い、交付（採択）又は不交付（不採択）を決定します。 

※予算額に達した時点で募集を終了します。 

※申請書類受付後（書類不備がない状態）、３週間程度で交付決定を行います。 

※令和９年３月１０日（水）までに実績報告書類の提出が可能な事業が補助対象で

す。 
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○提出書類 

以下の書類を提出してください。 

なお、【指定様式】はいずれも上越市ホームページからダウンロードできます。 

■上越市ホームページ「収益力・生産性向上推進補助金の募集」 

h ttp s:/ /ww w.c ity .jo ets u. nii gat a.j p /s osh iki /sa ng you /sy uek iry oku -se isa ns ei. htm l  

 
 

 
書 類 名 

指定 

様式 
説 明 

１ 
第 1号様式 

「補助金交付申請書」 
あり 

・事業計画書、収支予算書の記載内容と合

わせてください。 

２ 第 2号様式「誓約書」 あり 
・項目を必ずお読みになった上で、確認欄

にチェックを入れてください。 

３ 
第 3号様式 

「事業計画書」 
あり 

・事業の目的、補助事業で得られる効果に

ついて、数値根拠を示し、具体的に記載

してください。 

４ 「収支予算書」 あり 

・収入、支出ごとに予算額を記載してくだ

さい。経費区分ごとに補助対象経費明

細まで記載してください。 

５ 「事業の収支見通し」 あり 
・今後 5 年間の見通しを試算してくださ

い。 

６ 
補助対象経費に係る 
明細付き見積書の写し 

なし 

・明細付き見積書の写し等、事業費積算の

根拠となるものを提出してください。

（明細が付いていない見積書は不可。） 

７ 
図面や写真、仕様が分
かる書類 

なし 

・購入品等の詳細がわかるものを提出し

てください。 

・形式は任意ですが、写真データ添付様式

を活用してください。 

８ 
直近の事業年度の確定
申告書の写し 

なし 
※青色申告を行っている中小企業者等が

補助対象です。 

９ 
その他市長が必要と認め

る書類 
－ 

・上記に加え、別途市から書類等の提出を

依頼することがあります。 

※事業内容（事業スケジュール、補助対象経費の金額や項目等）は原則、申請時と

実績報告時で変更することはできません。やむを得ず、事業内容の変更が生じる

場合は、必ず産業政策課に事前（変更前）に相談してください。変更承認申請が

必要になる場合があります。 

※そのため、申請前に、事業内容、補助対象経費の種類、購入品の数量などを十分

検討し、申請していただくことが必要です。 
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８ 変更承認申請について  

申請時の事業内容に変更が生じる場合は必ず産業政策課へ事前に相談してください。

変更承認申請が必要になる場合があります。 

※実施計画に掲げた内容や見積りなどの変更は、変更前に変更承認申請が必要です。 

※変更承認申請により、原則補助対象経費総額を増額しても、補助金額は、交付決定

額から増額できません。 

 

９ 審査方法  

⑴ 評価基準 

・下表の評価基準に基づき、評点審査を行います。 

・評価項目ごとに点数化し、審査得点を算出します。（合計 100点） 

・審査の結果、60点に達しないものは、不採択とします。 

 

【共通評価項目】（全コース共通） 

以下の視点を原則「事業計画書（第 3号様式）」、「見積書」から評価します。なお、実施す

る事業によって、別途資料を求めることがあります。 

評価項目 評価の視点・着眼点 参照書類（第 3号様式） 

①必要性・妥当性 

現状の課題（老朽化、人手不足等）が具

体的か。投資内容が課題解決に直結し

ているか。 

２．実施背景・動機 

②効果性（向上策） 

収益力・生産性が向上する論理的根拠

があるか。数値目標（時間短縮、経費削

減、売上増等）は現実的か。 

３．目的 / ５．成果目標 

③計画性・実現性 
スケジュールに無理がないか。見積金額

は市場価格と比較して妥当か。 
９．スケジュール / 見積書 

④持続可能性 
補助期間終了後も、自社で継続的に運

用・発展させていく体制があるか。 
７．実現性・持続性 

⑤経済波及効果 
賃上げへの寄与、市内経済への貢献が

期待できるか。 
８．その他 / 誓約書 

 

【コース別評価基準】 

【コース１】 新商品若しくは新サービスの開発又は新市場開拓コース 

評価項目 重点チェックポイント 確認する申請書類 

①市場ニーズの裏付け 
開発費で行う調査やモニター評価に客観性

があるか。 

第 3 号様式２（背

景）、３（目的） 

②収益力・販路戦略 
サイト・店舗改装など、広報宣伝を活用した

動線があるか。 

第 3号様式４（内容） 
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③実現可能性 
原材料確保、試作、特許使用等のスケジュ

ールが具体的か。 

第 1 号様式２（完了

予定）、第 3号様式９

（スケジュール） 

④持続性・ブランド力 
一時的な流行でなく、5 年以上継続する見

込みか。 

第 3 号様式７（持続

性）、収支見通し 

⑤独自性・革新性 
他社と差別化され、新たな価値を提供して

いるか。 

第 3 号様式６（独自

性）、競合他社比較

表等添付 

 

【コース２】 デジタル化及びＤＸの推進コース 

評価項目 重点チェックポイント 確認する申請書類 

①既存課題の解消と業

務プロセスの再構築 

・単なるツールの導入（置き換え）に留まら

ず、現場のボトルネック（停滞原因）を解消

する内容か。 

・デジタル化によって空いた業務資源を、

より付加価値の高い業務や課題解決に充

てる具体的な計画があるか。 

第 3 号様式２背景、

４（内容） 

「新旧業務比較図」や

「解消したい具体的

課題」の記述 

②生産性向上の数値化 
削減される時間やコストが具体的に試算さ

れているか。 

第 3 号様式５（成果

目標） 

「年間○時間削減」等

具体的数値 

③運用の定着性・持続

性 

・導入後の社内研修や操作マニュアルの整

備など、現場スタッフが主体的に使い続け

られる教育体制があるか。 

・トラブル時のサポート体制や保守・更新費

用の検討がなされ、一過性の利用に終わら

ず、長期的に課題を解決し続ける仕組みと

なっているか。 

第 3 号様式７（実現

性・体制） 

担当者の配置、保

守・サポート計画、社

内浸透策の記述 

④データの波及効果 
蓄積されたデータを経営判断や新サービス

に活用することを考えているか。 

第 3 号様式３（期待

する効果） 

データの利活用に関

する記述 

⑤システムの拡張性 
将来的にシステム拡張や他部署など横展開

を行う展望はあるか。 

第 3 号様式２（将来

ビジョン） 

拡張性に関する将来

計画 

 

 

 



- 13 - 

 

【コース３】設備投資による生産性向上コース 

評価項目 重点チェックポイント 確認する申請書類 

①ボトルネックの解消 

単なる設備の導入（置き換え）に留まらず、

停滞していた工程が解消され、ライン全体

が最適化されているか。 

第 3号様式４（内容） 

「工場配置図・工程改

善図」等添付 

②生産性向上の数値化 
削減される時間やコストが具体的に試算さ

れているか。 

第 3 号様式５（成果

目標） 

「年間○時間削減」等

具体的数値 

③計画性・実現性 
・スケジュールに無理がないか。 

・見積金額は市場価格と比較して妥当か。 

第 7 条（２）⑥：見積

書（内訳） 

第 1 号様式２（完了

予定）、第 3号様式９

（スケジュール） 

④運用の持続性 
長期にわたって設備を安定稼働させ、生産

性を持続する体制が整っているか。 

第 3 号様式７（持続

性 ）保守契約の有

無、社内管理担当、

点検計画の記述 

⑤資金・維持の妥当性 
設備の維持費を賄いつつ、投資回収が 5

年程度で可能か。 

第 1 号様式２（事業

費・算出基礎） 

第 7 条（２）⑤：収支

見通し 

 

【コース４】 働き方改革及び人材確保支援コース（職場環境改善） 

評価項目 重点チェックポイント 確認する申請書類 

①投資の必要性 
休憩室・託児スペース等の改修が、従業員

の不満解消や採用力強化に繋がるか。 

第 3号様式２（背景・

動機） 

現状の施設の問題点

に関する記述 

②生産性への寄与 
疲労軽減や移動効率化など業務能率に結

びつく内容であるか。 

第 3 号様式３（目

的）、５（目標） 

「離職率低下」や「作

業効率○％」など 

③費用対効果と実施計

画の妥当性 

・単なる設備や備品の導入ではなく、工事

が伴う内容となっており、かつ、金額が過

度にならず費用対効果が適切であるか。 

・補助期間内に確実に完了する無理のない

スケジュールか。 

第 7 条（２）⑥：見積

書（工事と備品両方） 

第 1様式（経費区分） 

第３号様式９（スケジ

ュール） 
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④実施計画の妥当性 改修工事の規模やスケジュールは適正か。 

第3号様式９（スケジ

ュール） 

第 7 条（２）⑥：施工

計画・図面 

⑤地域貢献・採用効果 

・市内での雇用維持や、子育て支援（託児

等）を通じた地域への波及効果があるか。 

・ワーク・ライフ・バランス等に係る国・県の

認証制度の取得や更新を行う予定がある

か。 

第 3 号様式８（地域

貢献） 

求人票の改善予定な

どの記述 

第３号様式３：事業の

目的・効果 

 

【コース４】 働き方改革及び人材確保支援コース（テレワーク等） 

評価項目 重点チェックポイント 確認する申請書類 

①導入の必要性・課題 

テレワークや Web 会議の導入により、現

在の課題（通勤負担、遠隔地との商談、人

材の確保）を解決することができるか。 

第 3 号様式２（背景・

動機） 

現状の働き方の課題

に関する記述 

②生産性・効率の向上 

移動時間の削減や、Web 会議による意思

決定の迅速化など、具体的な時間創出の

根拠があるか。 

第 3 号様式５（成果

目標） 

「移動時間○％削減」

や「商談件数○倍」な

ど 

③計画の妥当性と適正

な調達 

・事業規模や業務内容に対し、過度なスペ

ックや数量の調達になっていないか。 

・補助期間内に確実に完了する無理のない

スケジュールか。 

第７条（２）⑥：見積書 

第３号様式９：スケジ

ュール 

④セキュリティ・運用体

制 

持ち出し PC の管理ルールや、社外からの

アクセス制限、ウイルス対策ソフトの導入

など、セキュリティ対応が整備され、安全

に運用できる計画となっているか。 

第 3 号様式７（実現

性・体制） 

セキュリティ対策や

運用規定の有無 

⑤採用・定着への寄与 
柔軟な働き方の提示により、離職防止や求

人増、女性・高齢者等の活躍に繋がるか。 

第 3 号様式８（波及

効果） 

求人媒体への「テレワ

ーク可」記載計画等 
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【コース４】 働き方改革及び人材確保支援コース（教育・研修） 

評価項目 重点チェックポイント 確認する申請書類 

①研修内容の適格性 
業務効率化を目的とした外部講師・研修

か。※資格取得や視察でないことを確認。 

第 3号様式４（内容） 

「研修カリキュラム・

案内」を添付 

②生産性・収益力向上 

習得するスキルが自社の生産性の向上（ＩＴ

スキル、技術向上）や収益の向上に直結す

るか。 

第 3 号様式３（期待

する効果） 

研修後、どの業務が

改善されるかを記述 

③成果指標の明確化 
研修前後のスキル到達度や、業務時間の短

縮、収益の向上の評価基準が明確か。 

第 3 号様式５（成果

目標） 

「受講者の○％が目

標達成」等の目標 

④費用の妥当性 
研修受講料や講師謝金が、別表の上限（20

万円）を超えていないか。 

第 1 号様式２（算出

基礎） 

第 7 条（２）⑥：見積

書 

⑤自律的な教育体制 
今回の研修をきっかけに、社内で継続的に

学習・指導し合う体制ができるか。 

第 3 号様式７（持続

性） 

研修後の社内共有報

告会などの計画 

 

【コース５】 専門家による伴走支援コース 

評価項目 重点チェックポイント 確認する申請書類 

①専門家の適格性 

支援者が第2条第8号の要件（診断士、税

理士等）を満たし、支援者が必要な知見・実

績を有しているか。 

第 3号様式４（内容） 

「専門家のプロフィ

ール・資格証」等を添

付 

②課題解決への寄与 

・自社が抱える課題に対し、「何を解決すべ

きか」という方向性と「そのために何を行う

か」という具体策（やりたいこと）が明確に

示されているか。 

・専門家の支援内容が、その方向性と合致

し、目標達成に寄与するものか。 

・支援内容（分析・計画・実行支援等）が理論

的かつ具体的に組まれているか。 

第３号様式２（背景）・

４（内容） 

専門家から提案され

る内容と自社課題の

連動性 
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③スケジュールの妥当

性 

・補助期間内に完了し、確実な成果が見込

める期間設定になっているか。 

・支援内容に基づく次の取組に速やかに進

む意向はあるか。 

第３号様式２（将来ビ

ジョン）、９（スケジュ

ール） 

第１号様式２（完了予

定年月日） 

④自走化への仕組み 

・支援を通じて自社スタッフが改善を継続

（自走）できる仕組み（マニュアルや教育）が

含まれているか。 

第 3 号様式７（実現

性・持続性） 

社内担当者へのスキ

ル移転に関する記述 

 

社内担当者の育成計

画、支援後の社内体

制に関する記述 

⑤費用対効果・妥当性 

・委託費・謝金が支援内容に対して妥当か

（定例業務・顧問契約の流用でないか） 

・生産性向上の取組につながるか 

第 7 条（２）⑥：見積

書（内訳） 

第 3 号様式４（支援

頻度や時間の明記） 
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 １０ 申請から補助金支払いまでの流れ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業企画検討

②見積書の取得

③申請書類作成及び
申請

④申請書類審査

⑤交付決定

⑥事業実施

⑦実績報告

⑧実績報告審査

⑨交付確定

⑩補助金交付請求書の
提出

⑪補助金の交付

生産性や収益力を向上するための事業計画を関係者と相談

し、練ってください。 

実績報告書類の提出後、実施した事業内容が適正か、（特別

枠事業の場合、給与等の引上げ条件を満たしているか）を市

で審査します。 

明細付きの見積書を取得してください。申請において見積書

（見積額）は重要です。内容を十分ご確認ください。 

事業完了後に、上越市電子申請システムにより提出してくだ

さい。 

書類審査後、申請内容が適切と認められる場合は、予算の範

囲内で補助金の交付を決定します。 

申請書類を作成し、必要書類が揃っているかを確認の上、上

越市電子申請システムにより提出してください。 

※申請前の事前相談も可能です。産業政策課までご連絡くだ
さい。 

申請書類の受付後、市で書類審査を行います。また、必要に

応じ、申請書類の記載内容等について申請者へ確認します。 

実績報告書類の審査後、市が補助金の交付を確定します。実

績報告に基づき、補助金を減額することもあります。 

市から交付確定の連絡があり次第、補助金交付請求書（市所

定様式）を作成し、産業政策課へ提出してください。 

交付決定後、事業実施及び給与等の引上げを行ってくださ

い。交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。申

請書記載の予算額や内容を一部変更する場合、変更承認申請

が必要になることがありますので、変更前に産業政策課に相

談してください。 

市へ請求書の提出後 2～3 週間程度で、補助金額を金融機関

口座へ振り込みます。 
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１１ 実績報告について  

実績報告の際に以下の書類を提出してください。 

なお、【指定様式】はいずれも上越市ホームページからダウンロードできます。 

■上越市ホームページ「収益力・生産性向上推進補助金の募集」 

h ttp s:/ /ww w.c ity .jo ets u. nii gat a.j p /s osh iki /sa ng you /sy uek iry oku -se isa ns ei. htm l  

 

 
書 類 名 

指定 

様式 
説 明 

１ 
第 7号様式 

「補助事業実績報告書」 
あり 

・予算額・決算額は税抜きの額を記入して

ください。 

２ 
第 8号様式 

「事業結果報告書」 
あり 

・事業の経過及び結果欄には、「事業の実施

スケジュール」、「事業の経過及び結果」、

「補助事業終了後の取組予定」を時系列

で丁寧に記載してください。 

・また、事業計画書の記載した目標に対す

る実績を記載してください。 

３ 「収支決算書」 あり 

・収入、支出ごとに、予算額、決算額を記載

してください。 

・経費区分ごとに補助対象経費明細まで記

入してください。（経費明細は、別紙でも

可。） 

４ 

補助対象経費の支払いに

係る「請求書」（補助対象
経費の明細が分かるも
のに限る。）及び「領収書
等」の写し 

なし 

・請求明細付き請求書と領収書等が必要で

す。（請求明細が付いていない請求書は不

可。） 

・「領収書等」とは、金融機関の振込明細書

（本人控え）のコピー、金融機関口座の

通帳のコピー、領収書を指します。 

５ 事業実施に係る写真 なし 

・購入品や事業実施時の写真、チラシやパ

ンフレットなどの制作物のデータ又は現

物を撮影した写真を提出してください。 

・形式は任意ですが、写真データ添付様式

を活用してください。 

６ 
給与等の引上げを証する

書類の写し 
－ 

・確定申告書又は決算書の写し、必要に応

じて賃金台帳や就業規則などの写しの提

出を求めます。 

７ 
その他市長が必要と認め

る書類 
－ 

・上記に加え、別途市から書類等の提出を

依頼することがあります。 

   

 １２ 注意事項  

⑴ 他の補助金との併用について 

国、都道府県、市区町村その他公的制度による補助金等の交付を受けて事業

を実施する場合は、本補助金の補助対象とはなりません。 

⑵ 補助金の返還について 

   交付対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交

付決定を取り消すこととし、補助金の返還を求めます。 


